
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
総
務
学
事
課
）

一

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

二

�
平
成
十
五
年
度
定
期
種
雄
畜
検
査
の
実
施

（
畜

産

課
）

�
道
路
の
供
用
開
始
（
四
件
）

（
道
路
保
全
課
）

し
ゅ
ん

�
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可

（
港

湾

課
）

四

�
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建

築

課
）

五

公

告

�
落
札
者
等
の
公
示

（
広
聴
広
報
課
）

六

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（
土
地
改
良
課
）

七

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可
（
二
件
）

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
二
件
）

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
の
廃
止

（

〃

）

八

�
基
本
測
量
の
終
了
の
通
知

（
土
木
監
理
課
）

�
香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
の
取
り
止
め

（
都
市
計
画
課
）

�
都
市
計
画
変
更
の
案
の
縦
覧

（

〃

）

�
落
札
者
等
の
公
示
（
二
件
）

（
会

計

課
）

九
公
安
委
員
会
公
告

�
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
九
号

香
川
県
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
駐
車
場
規
則
（
平
成
五
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
別
表
第
一
号
の
表
備
考
中
「
午
後
十
時
」
の
下
に
「
（
香
川
県
玉
藻
町

駐
車
場
に
あ
っ
て
は
、
午
後
十
一
時
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第３４号

平 成１５年

５月２日（金曜日）

規

則

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

発
行
所
名

�
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ

〃〃

雑
誌
コ
ー
ド

０８５１３
―０５

１４００３
―５

１４０７７
―５

図
書

名

B
O
M
B
ER

N
U
M
B
ER ―０２４
５
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
N
o．２２８
５
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
special

N
U
M
BER―１１８

５
月
号

種
別

雑
誌〃〃

指
定

年
月
日

平成十五年四月二十

指
定

番
号

５９６０６１

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

香
川
県
種
雄
畜
検
査
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
香
川
県
条
例
第
五
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

平
成
十
五
年
度
の
定
期
種
雄
畜
検
査
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

�
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン〃

�
バ
ウ
ハ

ウ
ス〃

�
英
知
出

版

〃

�
竹
書
房

�
少
年
画

報
社

�
ビ
ブ
ロ

ス鉄
人
社

�
文
化
社

�
永
田
社

�
マ
ガ
ジ
ン

マ
ガ
ジ
ン

�
英
和
出

版
社

０８０２４
―５

１７８８６
―５

０６６３５
―０５

０３７９７
―０５

０７６７９
―５

１７６４５
―４

０２４６１
―５

１７９４１
―５

０２６０１
―０５

０１８０５
―５

０７９３３
―５

０６４６３
―０５

１８３８６
―０５

０６７４６
―０５

＠
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｘ

VO
L．３

別
冊
ブ
ブ
カ
５
月
号
増
刊

＠
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ

vol．２２
ブ
ブ
カ
５
月
号
増
刊

D
r．
ピ
カ
ソ

N
o．９８
５
月
号

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

N
o．１４２
５
月
号

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

N
o．２２９
５
月
号

B
ejean

Vol．１１４
４
月
号

海
賊

N
o．１

５
月
号

ベ
ス
ト
カ
メ
ラ

N
O
．２３３

５
月
号

C
olorful

PU
RE

G
IRL５
月
号

裏
モ
ノ
JAPAN

５
月
号

PEN
TH
O
U
SE

JAPAN５
月
号

Ｄ
Ｘ
ビ
デ
オ
情
報
＆
Ｄ
Ｖ
Ｄ５月
号

別
冊
ド
ン
ト

M
agazine

Bang！
５
月
号
増
刊

Ja・
PAN

G
！

VO
L．２

ド
ン
キ
ホ
ー
テ
の
パ
チ
ン
コ
天
国

５
月
増
刊
号

ＣＤ‐Ｒ
ＯＭ付
雑
誌〃雑
誌〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

五日
６２６３６４６５６６６７６８６９７０７１７２７３７４７５

�
サ
ン
出

版ミ
リ
オ
ン

出
版

�

�
徳
間
書

店

０６８３７
―０５

１３３１９
―５

１７９０１
―０５

TO
P
SPEED

vol．０３２
５
月
号

K
EITAI

B
AN
D
I"TS

vol．２３
５
月
号

月
間

ア
サ
ヒ
芸
能

５
月
号

〃〃〃

７６７７７８指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

〇
〇
〇
一
三
一

三
〇

丸
亀
さ
ん
さ
ん
荘

丸
亀
市
土
器
町
東
四

丁
目
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
う
ぶ

す
な
会

丸
亀
市
土
器
町
東
六

丁
目
八
七
番
地

平
成
十
五
年

四
月
一
日

児
童
短
期
入
所

検

査

期

日

検

査

場

所

備

考

平
成
十
五
年
五
月
九
日

午
前
十
時
か
ら

山
本
町

飼
育
場
所
を
巡
回
し
、

検
査
す
る
。

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

二



の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
五
月

二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

大
野
原
川
之
江
線
（
九
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
五
月
二
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
五
月

二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

紫
雲
出
山
線
（
二
百
三
十
二
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
五
月
二
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
五
月

二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

大
浜
仁
尾
線
（
二
百
三
十
四
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
五
月
二
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
五
郷
田
野
乃
字
下
美
田
乙

七
番
八
地
先
か
ら

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
五
郷
田
野
乃
字
下
美
田
乙

一
二
番
一
地
先
ま
で

一
四
・
〇

〜
五
四
・
六

三
〇
九

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
九
十
二
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
五
郷
田
野
乃
字
下
美
田
乙

一
九
番
二
二
地
先
か
ら

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
五
郷
田
野
乃
字
美
田
乙
二

二
番
一
地
先
ま
で

二
二
・
五

〜
四
五
・
〇

二
四
〇

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
灘
乙
四
四
六
番
一
地

先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
灘
乙
四
四
六
番
一
地

先
ま
で

一
六
・
〇

〜
四
九
・
〇

九
〇

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
七
十
一
号

で
変
更
し
た

区
域

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
灘
乙
四
四
六
番
一
地

先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
灘
乙
四
四
四
番
一
地

先
ま
で

五
・
三

〜
七
六
・
〇

三
〇

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
七
十
二
号

で
変
更
し
た

区
域

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

三



そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
五
月

二
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

小
蓑
前
田
東
線
（
四
十
二
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
五
年
五
月
二
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

し
ゅ
ん

り
公
有
水
面
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
丸
亀
市
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
十
年
間
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

し
ゅ
ん

一

竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

し
ゅ
ん

二

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事

真
鍋
武
紀

三

埋
立
区
域

１

位
置

丸
亀
市
富
士
見
町
二
丁
目
九
九
七
番
一
九
九
、
九
九
七
番
二
〇
〇
、
九
九
七
番
四
一
九
、
九
九
七

番
四
一
八
、
九
九
七
番
一
四
、
九
九
七
番
四
〇
〇
、
九
九
七
番
三
八
四
、
九
九
七
番
八
及
び
九
九
七

番
四
三
八
に
接
す
る
無
番
地
並
び
に
九
九
九
番
五
五
、
九
九
九
番
三
一
及
び
九
九
九
番
三
〇
に
接
す

る
水
路
に
隣
接
す
る
無
番
地
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
九
年
の
秋
分
の
満
潮
位

（
Ｄ．

Ｌ．

＋
三
・
四
ニ
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域

�
の
地
点

四
等
三
角
点
丸
亀
城
（
北
緯
三
四
度
一
七
分
八
・
七
二
四
二
秒
、
東
経
一
三
三
度
四

七
分
五
九
・
九
三
四
七
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
五
四
度
二
七
分
〇
三
秒

一
、
四

九
三
・
ニ
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
五
三
分
一
三
秒

六
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
四
分
四
五
秒

一
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

	
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
度
五
五
分
二
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点



の
地
点

	
の
地
点
か
ら
五
八
度
〇
四
分
〇
五
秒

一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点



の
地
点
か
ら
一
二
度
五
五
分
二
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
三
分
一
〇
秒

一
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点


の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
〇
二
分
三
六
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点


の
地
点
か
ら
二
三
八
度
〇
五
分
五
七
秒

一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
〇
二
分
三
六
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
四
分
五
二
秒

一
九
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
度
三
九
分
三
六
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
五
七
度
二
六
分
四
三
秒

一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
二
度
三
九
分
三
六
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
四
分
三
四
秒

一
九
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
三
九
分
〇
二
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
二
八
分
一
四
秒

一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
三
九
分
〇
二
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

木
田
郡
三
木
町
田
中
字
東
石
塚
五
一
四
四
番
二
地

先
か
ら

木
田
郡
三
木
町
氷
上
字
川
原
四
〇
五
〇
番
四
地
先

ま
で

一
一
・
〇

〜
一
八
・
五

五
九
〇

平
成
六
年
香

川
県
告
示
第

百
十
七
号
で

区
域
変
更
し

た
区
域
の
一

部

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

四



�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
四
分
〇
〇
秒

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
三
度
二
三
分
四
九
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
五
八
度
五
二
分
〇
三
秒

一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
三
度
二
九
分
一
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
六
分
一
三
秒

一
九
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
四
〇
分
一
六
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
二
二
分
〇
三
秒

一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
四
〇
分
一
六
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

 
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
七
分
〇
三
秒

一
九
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

!
の
地
点

 
の
地
点
か
ら
一
二
度
五
二
分
五
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

"
の
地
点

!
の
地
点
か
ら
五
七
度
五
二
分
五
四
秒

一
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

#
の
地
点

"
の
地
点
か
ら
一
二
度
五
二
分
五
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

$
の
地
点

#
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
五
分
〇
〇
秒

一
九
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

%
の
地
点

$
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
一
七
分
三
七
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

&
の
地
点

%
の
地
点
か
ら
二
三
八
度
三
六
分
五
二
秒

一
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

'
の
地
点

&
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
一
六
分
二
〇
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(
の
地
点

'
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
三
分
四
二
秒

一
九
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

)
の
地
点

(
の
地
点
か
ら
一
二
度
三
二
分
五
六
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

*
の
地
点

)
の
地
点
か
ら
五
七
度
一
八
分
五
三
秒

一
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

+
の
地
点

*
の
地
点
か
ら
一
二
度
三
八
分
二
三
秒

〇
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

,
の
地
点

+
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
七
分
〇
一
秒

一
九
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

-
の
地
点

,
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
五
五
分
二
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

.
の
地
点

-
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
五
二
分
二
三
秒

一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

/
の
地
点

.
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
五
五
分
二
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

0
の
地
点

/
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
六
分
四
五
秒

一
九
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

1
の
地
点

0
の
地
点
か
ら
一
三
度
〇
七
分
四
一
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

2
の
地
点

1
の
地
点
か
ら
五
八
度
一
三
分
五
二
秒

一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

3
の
地
点

2
の
地
点
か
ら
一
三
度
〇
三
分
二
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

4
の
地
点

3
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
五
〇
分
一
六
秒

一
九
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

5
の
地
点

4
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
五
二
分
五
八
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

6
の
地
点

5
の
地
点
か
ら
二
三
八
度
〇
三
分
一
四
秒

一
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

7
の
地
点

6
の
地
点
か
ら
二
八
二
度
五
九
分
四
一
秒

〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

8
の
地
点

7
の
地
点
か
ら
三
二
八
度
〇
〇
分
〇
七
秒

一
〇
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

8
の
地
点
か
ら
五
八
度
一
九
分
二
四
秒

六
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
四
〇
三
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１

免
許
年
月
日

平
成
十
一
年
一
月
六
日

２

免
許
番
号

一
○
港
Ａ
第
六
三
号

●
香
川
県
告
示
第
二
百
八
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

坂
土
指
道

第
一
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日

三

指
定
道
路
の
位
置

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
北
川
向
六
五
九
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
七
六
メ
ー
ト
ル

延
長

五
一
・
二
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

善
土
指
道

第
三
号

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

五



二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
十
八
日

三

指
定
道
路
の
位
置

丸
亀
市
山
北
町
字
道
下
九
一
九
―
四
、
九
二
〇
―
一
、
九
二
〇
―
一
〇
、
九
二

〇
―
一
一
、
九
二
〇
―
一
五
、
九
二
〇
―
一
七
並
び
に
同
市
土
器
町
西
八
丁
目

三
三
九
―
二
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
一
三
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
三
六
メ
ー
ト
ル
、
五
・
〇
二

メ
ー
ト
ル
〜
五
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
及
び
八
・
七
〇
メ
ー
ト

ル
〜
九
・
四
二
メ
ー
ト
ル

延
長

七
三
・
四
八
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
三
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
件
名
及
び
数
量

香
川
県
広
報
誌
等
の
配
布
業
務

一
式

二

調
達
方
法

購
入
等

三

契
約
方
式

随
意

四

契
約
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
国
新
聞
販
売
株
式
会
社

高
松
市
紫
雲
町
八
番
二
〇
号

六

契
約
価
格

香
川
県
広
報
誌
等
二
〇
ペ
ー
ジ
一
部
あ
た
り
一
二
・
四
円
、
二
十
八
ペ
ー
ジ
一
部
あ
た

り
一
二
・
六
円
を
も
っ
て
配
布
単
価
と
し
、
配
布
単
価
に
配
布
世
帯
を
乗
じ
た
額
に
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
を
加
え
た
額

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

八

担
当
課

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
政
策
部

広
聴
広
報
課
広
報
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
〇
一
九

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

琴
平
参
宮
電
鉄
株
式
会
社

丸
亀
市
津
森
町
一
五
八
番
地
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ジ
グ
ラ
ン
丸
亀
中
府
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
中
府
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

9

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前

午
前
十
時

変
更
後

午
前
九
時

:

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

変
更
前

午
後
九
時

変
更
後

午
後
十
一
時

;

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で

４

変
更
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
日

二

届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

公

告

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）
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１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

丸
亀
市
建
設
経
済
部
産
業
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
五
月
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
五
年
九
月
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
丸
亀
市
建
設
経
済
部
産
業
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

9

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

:

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

;

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

<

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
－
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
ぬ
き
市
が
土
地
改
良
事
業（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業（
か

ん
が
い
排
水
事
業
）
東
王
田
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市

木
之
郷
町
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
五
年
四
月
十
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
川
郡
大

内
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
五
年
四
月
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
基
幹
水
利
施
設
補
修
事
業
内
場
東
部
地
区
）
計
画
を
平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
定

め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
、
香
川
町
建

設
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
五
月
八
日
か
ら
二
十
日
間
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
号

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

高
松
市
鬼
無
町
土
地
改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
佐
藤
山
地
地
区

高
松
市
十
河
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
旦
原
地
区

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）
室
生
大
池
地
区
）
計
画
を
平
成
十
五
年
四
月

二
十
三
日
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
池
田
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
九
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）
池
田
新
池
地
区
）
計
画
を
平
成
十
五
年
四
月

二
十
三
日
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
池
田
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
九
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
機
能
保
全
型
）
菰
池
地
区
）
の
廃
止
を
平
成
十
五
年
四

月
二
十
三
日
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
瀬
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
九
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
次
の
基
本
測
量
を
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
四
年
五
月
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

坂
出
市

小
豆
郡
土
庄
町

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
号

平
成
十
四
年
香
川
県
公
告
第
二
百
十
八
号
に
よ
る
香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
は
、
公
述
の
申
出

が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
取
り
止
め
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

開
催
を
取
り
止
め
る
公
聴
会
の
日
時
及
び
場
所

●
香
川
県
公
告
第
三
百
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
香
川
中
央
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
案
を
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
案
に
つ
い
て
は
、
関
係
市
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

香
川
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

三
・
二
・
二
〇
一

中
津
土
器
線

縦
覧
に
供
す
る
図
面
表
示
の
と
お
り

日

時

場

所

平
成
十
五
年
五
月
九
日
（
金
曜
日
）

午
後
二
時
か
ら

丸
亀
市
大
手
町
二
―
三
―
一

丸
亀
市
役
所
別
館
五
階
会
議
室

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

八



二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
丸
亀
市
都
市
計
画
課

三

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
三
百
六
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
件
名
及
び
数
量

香
川
県
財
務
会
計
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
等
保
守
管
理
業
務

一
式

二

調
達
方
法

購
入
等

三

契
約
方
式

随
意

四

契
約
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
四
国
支
社

高
松
市
中
野
町
二
九
番
二
号

六

契
約
金
額

五
二
、
九
二
〇
、
〇
〇
〇
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

八

担
当
課

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
出
納
局
会

計
課
財
務
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
六
三
五

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
件
名
及
び
数
量

香
川
県
財
務
会
計
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
運
用
業
務

一
式

二

調
達
方
法

購
入
等

三

契
約
方
式

随
意

四

契
約
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
四
国
支
社

高
松
市
中
野
町
二
九
番
二
号

六

契
約
金
額

三
五
、
七
八
四
、
〇
〇
〇
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

八

担
当
課

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
出
納
局
会

計
課
財
務
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
六
三
五

●
香
川
県
公
安
委
員
会
公
告
第
二
十
九
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

伊

東

弘

敦

一

実
施
期
日
及
び
場
所

二

受
講
定
員
、
受
講
対
象
者
等

公
安
委
員
会
公
告

実
施
期
日

平
成
十
五
年
六
月
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
五
日

間
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）

実
施
場
所

香
川
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
（
高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一
）

電
話
〇
八
七
―
八
八
二
―
五
四
六
四

受
講
定
員

四
十
名

受
講
対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

最
近
五
年
間
に
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

三

受
講
手
続

四

講
習
業
務
の
委
託

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
は
、
社
団
法
人
香
川
県
警
備
業
協
会
（
高
松
市
天
神
前
三
番

一
四
号
）
に
委
託
す
る
。

五

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
講
習
初
日
の
午
前
八
時
二
十
分
ま
で
に
受
付
を
終
え
る
こ
と
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
警
備
業
担
当
（
電

話
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇
（
内
線
三
〇
三
四
）
）
又
は
社
団
法
人
香
川
県
警
備
業
協
会
（
電

話
〇
八
七
―
八
六
二
―
九
〇
三
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

者
２

警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
五
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
項
の
一
級
の
検
定
に
合

格
し
た
者

３

検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
の
二
級
の
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る

も
の

修
了
考
査

筆
記
の
方
法
で
、
五
枝
択
一
式
問
題
四
十
問
に
よ
り
行
う
。

受
講
の
申
込

み
の
期
間

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
。

た
だ
し
、
申
込
人
員
が
受
講
定
員
に
な
り
次
第
申
込
み
の
受
付
を
締
め
切
る
も
の

と
す
る
。

受
講
の
申
込

み
に
必
要
な

書

類

等

１

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
写
真
（
提
出
の
日
前
六
月
以

内
に
撮
影
し
た
無
帽
・
無
背
景
の
顔
写
真
（
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
）
を
は

り
付
け
た
も
の
）

二
通

２

添
付
書
類

ア

二
の
受
講
対
象
者
の
項
の
１
に
該
当
す
る
者

警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係

る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い

う
。
）
及
び
履
歴
書

イ

二
の
受
講
対
象
者
の
項
の
２
に
該
当
す
る
者

検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
の
一
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し

ウ

二
の
受
講
対
象
者
の
項
の
３
に
該
当
す
る
者

検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
の
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警

備
業
務
従
事
証
明
書

受
講
申
込
書

等
の
提
出
先

及
び
提
出
の

方

法

申
込
み
は
、
香
川
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
高
松
市
番
町
四

丁
目
一
番
一
〇
号
香
川
県
警
察
本
部
四
階
）
に
必
要
な
書
類
等
を
直
接
提
出
し
て

行
う
こ
と
。

手
数
料
の
納

入
時
期
及
び

納
入
方
法

講
習
手
数
料
（
三
万
七
千
円
）
は
、
平
成
十
五
年
六
月
九
日
の
講
習
初
日
の
受
付

の
際
に
、
香
川
県
証
紙
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

携

帯

品

筆
記
用
具
、
印
鑑
及
び
警
備
業
関
係
法
令
集

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
五
年
五
月
二
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
五
月
二
日

（
第
九
〇
二
六
号
）

一
〇


